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あなたの男女共同参画度は？ 男女共同参画チェックシート

あなたの考えにあてはまる記号を　　　　に記入してください｡

（○＝そう思う、×＝そうは思わない、△＝どちらともいえない）

①男性（父、夫、息子など）は、家事や育児をする必要はないと思う。

②親の介護は妻または娘がやるものだと思う。

③女性（妻、母など）が家事、育児に追われ、自由な時間がとれなくなっても、しかたがないと思う。

④女性（妻、母）が外出するときは、家族の食事の準備をしてから出かけるべきだと思う。

⑤家庭内の重要な事項の決断は、男性（夫、父など）がすべきだと思う。

⑥結婚相手としては、女性よりも男性の方が高学歴・高収入の方が良いと思う。

⑦夫や妻が配偶者に、なぐる、蹴るといった身体的暴力をふるうことも、場合によっては許される。

⑧夫や妻が配偶者の話を無視し続けたり、侮辱的・差別的発言をすることは、暴力ではない。

⑨自治会などの地域の行事に参加するのは、女性（妻、母）の方が良い。

⑩地域の集まりで、男性が会のまとめ役をし、女性がお茶出しや後片付けなどをすることは自然なことだ。

①職場でのお茶出しや掃除は女性が、力仕事は男性が率先して行うものだと思う。

②女性は、子どもが生まれたら、家事や育児に専念すべきだと思う。

③妻ではなく夫が育児休業をとるのはおかしいと思う。

④親の介護が必要になれば、夫より妻が仕事を休むほうが良い。

⑤庶務や秘書業務、受付は女性が担当するほうが良い。

⑥男性と女性で、配置や教育訓練課程が異なるのは仕方がない。

⑦女性は管理職には向いていないと思う。

⑧性的な話題もコミュニケーションの手段の一つであり、目くじらをたてる必要はない。

⑨男性が残業や休日出勤などで長時間働くことは、やむを得ない。

⑩男性は、「家庭第一主義」よりも「仕事中心主義」の方が望ましいと思う。

①女の子は文系、男の子は理系の勉強が向いていると思う。

②女の子に高学歴は必要ないと思う。

③クラスの係分けで、美化係や養護係は、女の子の方が向いていると思う。

④生徒会長や学級委員長は男子、副委員長や書記は女子が良い。

⑤「女の子だからおしとやかにしなさい」、「男の子だからしっかりしなさい」と指導するのは自然なことだ。

⑥子どもの成績や進路についての親の期待は、男子と女子とでは異なって当然だ。

⑦女の子には炊事や洗濯など家事手伝いをさせるべきだが、男の子にはさせる必要はない。

⑧男の子と女の子の両方がいる場合には、男の子に家を継がせるのが当たり前だと思う。

⑨「男のくせに」「女のくせに」「男なんだから」「女なんだから」という言葉をよく使う。

⑩子どもの参観日に出席したり、ＰＴＡ活動に参加するのは、母親の方がよい。

＜仕事編＞

＜生活編＞
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許されません「女性に対する暴力」

身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力

社会的暴力

子どもを
利用した暴力

●殴る、蹴る
●物を投げつける、髪を引っ張る
●刃物などを体に突きつける

●大声で怒鳴ったり、おどしたりする
●人前で侮辱的、差別的発言をする
●無視する

●性的行為を強要する
●避妊に協力しない
●見たくないポルノビデオや雑誌を見せる

●生活費を渡さない、
　お金を取り上げる
●就職や仕事を続けることを妨害する

●交友関係や電話を細かく監視する
●外部との接触を制限する

●子どもの前で暴力をふるう
●子どもに危害を加えるとおどす

DV
売買春
人身取引
ストーカー

相談機関 電話番号 相談日時

宮崎県女性相談所
（配偶者暴力相談支援センター） 0985(22)3858

0985(31)8740
0985(38)8300
（短縮ダイヤル ♯8891）

0985(26)9110
( 短縮ダイヤル #9110)
又は各警察署

終日宮崎県警察本部　警察安全相談

宮崎県警察本部　女性被害相談

さぽーとねっと宮崎性暴力

性犯罪

人身取引

売買春

　実際に夫や妻、恋人から何らかの暴力を受けた経験がある人は、女性
では3割強、男性では2割強となっており、男女間の差がみられます。

　「女性に対する暴力」の根底には、「女性の人権」を軽視する意識があ

ると言われています。

　特に、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は家庭内で行われるこ

とが多く、外部からはその発見が難しいため、潜在化して、被害が深刻

化しやすい傾向にあります。

　また、「これは暴力なんだ」という自覚がなかったり、「暴力を振るう

のはある程度仕方がない」といった社会通念があるなど、個人の問題

として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。

　男女が社会の対等なパートナーとして暮らしていくためには、その

前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことです。

ストーカー行為 セクシュアル・
　　　ハラスメント

ドメスティック・
       バイオレンス（ＤＶ）

♦気になるデータ♦

一人で悩まずに、勇気を出してご相談ください

こんなことはＤＶ

女性への暴力は犯罪です!!

資料：宮崎県「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」（令和2年度）

月～ 金
月～ 金

  

(9:00 ～ 17:30)

＊祝日・年末年始を除く

＊祝日・年末年始を除く
＊上記時間以外の場合は電話が転送され、
  国の夜間コールセンターに相談することができます　

＊祝日を除く

(９:00 ～17: 00)

女性に対する暴力男女共同参画キーワード３

引

為

ドメスス
      ババ

月～ 金
土  ・ 日

(9:00 ～ 20:30)
(9:00 ～ 15:00)

月～ 金
土　

0985(60)1822宮崎県男女共同参画センター上記すべて ＊祝日・年末年始を除く
(9:00 ～ 17:00)
(9:00 ～ 16:30)
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0985(38)8821宮崎労働局雇用環境・均等室セクシュアル・ハラスメント (8:30 ～ 17:15) ＊祝日・年末年始を除く月 ～ 金


